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奈
早

平
城

宮

跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第
九
二
次
調
査
　
一
九
七
五
年

（昭
５０
）

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
鈴
木
嘉
吉

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

・
官
行
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
地
は
、
平
城
宮
第

一
次
大
極
殿
院
の
西
辺
に
あ
た
り
、
奈
良
時
代
の
池

の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
佐
紀
池
旧
南
岸
の
小
字

「池
尻
」
に
位

置
す
る
。
こ
の
調
査
は
宮
跡
整
備
に
伴
う
浄
化
槽
設
置
の
た
め
の
事
前
調
査
で
、

調
査
面
積
は
約
二
〇
〇
ポ
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
奈
良
時
代
の
池
Ｓ
Ｇ
人

一

九
〇
の
南
岸
、
そ
こ
に
端
を
発
し
て
第

一
次
大
極
殿
院
西
側
を
南
流
す
る
宮
基

幹
排
水
路
の
一
つ
で
あ
る
西
大
溝
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
、
及
び
こ
れ
へ
の
水
流
を
調

節
す
る
堰
の
施
設
な
ど
を
検
出
し
た
。

木
簡
は
、
Ｓ
Ｇ
人

一
九
〇
南
岸
の
堆
積
土
か
ら
三
七
点

命
つ
ち
削
婿
エハ占
Ｕ
、

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
か
ら
一
点
、
計
三
人
点
出
上
し
た
。
年
紀
の
あ
る
も
の

に
は
和
銅
六
年

（七
〓
こ

の
荷
札
木
簡
⑫
が
あ
り
、
里
制
下
の
木
簡
ω
も
含

ま
れ
る
が
、
養
老
五
年

（七
二
こ

か
ら
神
亀
三
年

（七
一
一一０

ま
で
の
木
簡
⑬

も
あ
る
。

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
は
、
三
〇
〇
〇
年
に
南
接
す
る
地
域
で
実
施
し
た
第

三

一
六
次
調
査
の
成
果
に
よ
る
と
、
三
時
期
の
変
遷
が
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五

Ａ
の
時
期
に
は
池
Ｓ
Ｇ
人

一
九
〇
は
な
く
、
谷
筋
の
自
然
流
路
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
神
亀
か
ら
天
平
年
間
に
か
け
て
の
時
期
の
大
極
殿
院
の
改
作

（南
面
に
楼

閣
を
付
設
）
と
運
動
す
る
形
で
こ
の
地
域
も
大
規
模
な
改
変
を
受
け
、
池
Ｓ
Ｇ

人

一
九
〇
が
造
成
さ
れ
、
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
も
嵩
上
げ
さ
れ
る

（Ｓ
⊇
一尺
二
五

Ｂ
）。
第
九
二
次
調
査
で
池
Ｓ
Ｇ
人

一
九
〇
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
こ
の
池

造
成
時
ま
で
に
投
棄
さ
れ
た
も
の
と
み
て
年
代
的
に
も
矛
盾
は
な
い
。
平
城
還

都
後
こ
の
地
域
で
は
三
度
め
の
大
規
模
な
整
地
が
行
な
わ
れ
、
Ｓ
Ｇ
人

一
九
〇

か
ら
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
へ
の
排
水
日
は
溝
幅
分
東
に
移
さ
れ
、
溝
底
も
再
度
嵩
上

げ
さ
れ
て
い
る

（奈
良
文
化
財
研
究
所

『奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
一
し
。

な
お
、
第
九
二
次
調
査
に
お
い
て
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、

238
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い
ず
れ
も
Ｓ
Ｄ
三
人
二
五
Ａ
の
遺
物
で
あ
る
が
、
第
三

一
六
次
調
査
で
は
Ｓ
Ｄ

三
人
二
五
Ｃ
か
ら
も
多
数
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第
二
二
号
）
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

池
Ｓ
Ｇ
八
一
九
〇

Ｇ

じ

×
含

じ

×
ヽ
　
ｏ
驚

ω

　

「御
府
謹
解

②
　
。
「長
熔
卸
マ
麻
呂
　
陽
侯
媒
棘
呂
　
尾
張
五
百
口
」

ヽ
足
浜
　
　
尾
張
一

」

右
五
人
暁
夜
行

。
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ∞卜
×
∞『×
∞
　
ｏＰ牌

③
　
。
「
□
□

膳
　
部
　
所
　
申
　
年
　
分
　
器

（暑

目
）
　

　

　

〔
γ
聯
〕？
土
硼

升
弛
〕

・
ヨ
ロ
ロ
』
『口
回
□
□
□
□
□
□
□
□
』
膳６
『
じ

×
含
ｅ

×
『
　
ｏ
∞
Ｐ
＊

ω
　
。
「御
竃
薪
口
回

（ｏ
『
）
×
含
ω
）
×
∞
　
ｏ
∞
出

名
□
□
□
□

〇
〇
〕

⑤

　

進
納
物

〇
〇
〕

０

　

位
上
日
□

Ｐ
ヽ
ヽ
×
］
ヽ
×
い
　
ｏ
Ｐ
Ｐ
＊

⑦

　

「三
重
郡
黒
鯛
廿
二
口
」

第92次調査区遺構平面図
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「常
陸
那
賀
郡
大
伴
マ
弟
末
呂
　
巳
時
」

「入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

九
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十
四
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野
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叫
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回
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□
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越
前
国
安
×
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国
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」
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」

「美
作
国
坂
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マ
大
足
」

「　
入
　
　
　
　
　
　
」

〔原
力
〕

「藤
□
郡
和
□

「口

□

×
郷
軽

マ
」

□
　
　
」

「
＜
葛
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十
□
□
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側
面
）

］
Ｎ
ｏ
×

（
ド
ｏ
）
×
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ｏ
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｝
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）
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ｏ
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ｏ
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×
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ω
　

Ｏ
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×
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×

『
　

ｏ
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Ｐ
＊

滓
∞
『
×
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×

ヽ
　

ｏ
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騨

（
ｏ
卜
）
×
Ю
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×
ヽ
　
ｏ
μ
Φ

（
伽
じ

×

∞
Ｐ
×

∞
　

ｏ
Ｐ
ｏ

μ
ｏ
∞
×

］
『
×

伽
　

ｏ
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⑮
　
。
□
吾
我
哉
我
奴
我
界

網
姐
と
　
　
　
　
」

。
□

□

一一一一中
一一一一口
故

□

九

□

□

九

□

□

」
　
　
　
　
　
（Ｐ『
∞
）
×
∞
ｏ
×
∞
　
ｏ
μｏ

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
人
二
五
Ａ

⑫
　
。
「
＜
越
前
国
登
能
郡
翼
侍
×

。
「
＜
庸
米
六
斗
　
和
銅
六
年
　
　
　
　
　
（Ｐｏ∞ｙ
］斐
∞
８
淳

①
の
御
府
は
不
詳
。
御
府
と
自
称
す
る
の
は
や
や
不
審
で
は
あ
る
が
、
天
皇

な
い
し
そ
の
近
辺
を
警
備
す
る
兵
衛
府
、
中
衛
府
な
ど
な
ら
ば
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
②
な
ど
衛
府
に
関
わ
な
こ
と
の
明
ら
か
な
木

簡
が
あ
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。
②
の
長
は
十
長
、
な
い
し
五
十
長
の
こ
と
か
。

③
⑫
も
明
記
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
出
身
の
兵
衛
な
い
し
衛
士
の
勤
務

管
理
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
出
身
国

（郡
）
ま
で
書
く
理
由
は
不

詳
。①

は
官
人
の
自
署
の
あ
る
文
書
木
簡
を
天
地
逆
に
し
て
、
二
次
的
に
転
用
し

た
も
の
か
。　
一
方
、
膳
部
所
は

『廷
喜
式
』
で
は
斎
宮
の
そ
れ
の
存
在
が
知
ら

れ
る
。
養
老
五
年

（七
二
３
、
斎
三
井
上
女
王
が
平
城
宮
内
に
北
池
辺
新
造
宮

を
設
け
て
斎
宮
と
し
こ
こ
で
潔
斎
を
行
な
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
関
連

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
④
も
こ
の
膳
部
所
に
関
係
す
る
も
の
か
。
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⑦
は
伊
勢
国
三
重
郡
の
荷
札
。
但
し
、
同
郡
か
ら
の
海
産
物
の
荷
札
の
唯

一

の
事
例
で
あ
り
、
〇

一
一
型
式
で
あ
る
の
も
や
や
特
異
で
あ
る
。
⑩
の

「安
」

は
足
羽
郡
の
表
記
の

一
部
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
「阿
須
波
」
の
表
記
の
例
は
あ

る
が
、
「安
…
」
の
表
記
は
こ
の
一
点
の
み
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
⑬
の
藤

原
郡
は
養
老
五
年
に
備
前
国
邑
久

・
赤
坂
二
郡
の
郷
を
割

い
て
置
か
れ
た

Ｇ
続
日
本
紀
』
同
年
四
月
丙
申
条
）。
神
亀
三
年
に
藤
野
郡
と
改
称
さ
れ
た

Ｇ
同
』
同
年
一
一
月
己
亥
条
）
の
で
、
こ
れ
以
前
の
も
の
。
ｕ
の
翼
侍

（里
）
は

『和
名
抄
』
に
見
え
る
能
登
国
能
登
郡
与
木
郷
に
あ
た
る
。
「
レ
」
は
転
倒
符

で
、
そ
の
早
い
時
期
の
用
例
の
一
つ
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
槻
報
』

一
〇

（
一

九
七
五
年
）

（渡
辺
晃
宏
）

6543 2  1

秋
田
・払
田
柵
跡

所
在
地

調
査
期
間

発
掘
機
関

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

遺
跡
の
年
代

ほ

っ
た
の
さ
く

秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田

・
美
郷
町
本
堂
城
廻

一　
第
七
次
調
査
　
一
九
七
五
年

（昭
５０
）

一
〇
月
―

一

二
月
一
一　
第
九
次
調
査
　
一
九
七
六
年
五
月
―

一
〇
月

〓
一　
第

一
〇
次
調
査
　
一
九
七
六
年

一
〇
月
１

一
二
月

秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

船
木
義
勝

・
畠
山

（大
野
）
憲
司

。
小
玉

（児
玉
）
準

城
柵
官
衛
跡

九
世
紀
初
頭
―

一
〇
世
紀
後
半
７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

払
田
柵
跡
は
雄
物
川
の
中
流

域
に
近
く
、
大
曲
市
街
地
の
東

方
約
六
血
、
横
手
盆
地
北
側
の

仙
北
平
野
中
央
部
に
位
置
す
る
。

ゆ

遺
跡
は
真
山
・長
森
の
丘
陵
を

エハ

中
心
と
し
て
、
北
側
の
矢
鳥
川

（烏
川
）
と
、
南
側
の
丸
子
川




